様式第１－１号（第８条関係）
　　令和　年　月　日　

　公益財団法人東京観光財団　理事長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　
申請者所在地
事業者名
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　実印


観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金　交付申請書
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、補助金の交付を下記のとおり申請します。なお、申請書類について、東京都と公益財団法人東京観光財団とにおいて情報共有することに同意します。
記

１　事業名・事業計画テーマ（取組内容を３０字以内で簡潔に記載）
	


２　補助対象経費
　　　　金　　　　　　　円

３　補助金交付申請額
　　　　金　　　　　　　円
４　賃金引上げ計画を掲げて申請している

はい　・　いいえ

５　補助対象期間
　　　　令和８年12月14日から令和10年12月13日
６　事業内容等
　　・別添の「観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業 事業計画書」のとおり
	（担当者）
	

	所属：
	

	住所：
	〒


	電話番号：
	

	担当者名：
	

	メールアドレス：
	


別紙１（様式第１－１号に添付）

　

誓　約　書

公益財団法人東京観光財団　理事長　殿
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき申請書の提出を行うに当たり、当該申請により補助金の交付を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が東京都暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことをここに誓約いたします。

また、この誓約に違反又は相違があり、観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金交付要綱第19条の規定により補助金交付の決定の取消しを受けた場合には、これに異議なく応じることを誓約いたします。
あわせて、理事長が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁等へ照会がなされることに同意いたします。

令和　　年　　月　　日

	所在地：
	
	

	事業者名：
	
	

	代表者名：
	
	実印


※電子申請の場合は押印不要
＊　法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。

＊　この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。

　・　暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者

　・　暴力団員を雇用している者

　・　暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者

　・　暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者

　・　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
別紙２（様式第１－１号に添付）
補　助　金　交　付　確　認　書
公益財団法人東京観光財団　理事長　殿
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金事業で交付決定された事業を進めるにあたり、交付決定は補助の対象とできる事業の内容と上限金額を決定したものであり、申請した経費が補助対象となることを決定・保証するものではないことを確認しました。
また、実際の補助金額は、事業終了後に提出する実績報告書の内容や、その内容に応じて実施される完了検査の結果によって確定し、額確定通知書によって通知された金額をもって確定となることを確認しました。
なお、交付決定時の補助金予定額と、最終的な補助金確定額が異なった場合でも、異議なく応じることを同意します。

令和　　年　　月　　日

	所在地：
	
	

	事業者名：
	
	

	代表者名：
	
	実印


※電子申請の場合は押印不要
別紙３（様式第１－１号に添付）
申　請　前　確　認　書
公益財団法人東京観光財団　理事長　殿
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、次に該当する中小企業の観光事業者であることを誓約いたします。
	項目
	確　認　事　項
	回答
（いずれかに○）

	申請者資格
	東京都内で、旅行者向けに直接サービス・商品を販売・提供する事業を営む観光関連事業者で、以下のいずれかに該当している（該当する箇所に○）。

（　）東京都内において、旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項の許可を受けて、同法第２条第２項又は第３項の営業を行っている宿泊事業者

（　）東京都内において、食品衛生法（昭和22年法律第233号）で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、東京の歴史、伝統、文化、自然、食材等に強く紐づいた東京ならではの食事や食体験の提供をしている飲食事業者

（　）東京都内において常設の店舗（ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く）を設け営業を行っている、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者

（　）東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法（昭和27年法律第239号）第３条及び23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者

（　）その他、旅行者が五感を通じて東京の歴史、伝統、文化、自然等、東京ならではの魅力を体験できるプログラムやアクティビティを継続的に実施・提供し、それらを東京都内において直接旅行者に販売している観光関連事業者
	はい
	いいえ

	
	中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条に定める中小企業者であり、大企業（中小企業者以外の者で事業を営む者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く。）が実質的に経営に参画していない者である。
	はい
	いいえ

	
	以下のすべてに該当している。
(1) 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和８年４月１日現在で継続して２年以上都内で事業を営んでいる者である（個人事業者含む）。
(2) 令和８年４月１日現在で、申請対象となる業種の事業を都内で１年以上営んでいる者である（個人事業者含む）。
(3) 専門家の助言を受けて作成した計画に基づきDXやデジタル化、新商品・サービス開発等の取組を実施する者である。
(4) 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定である。
	はい
	いいえ

	
	都税事務所が発行する納税証明書等を取得・提出することができる事業者である。

以下のいずれかに該当している（該当する箇所に○）。
（　）法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること。
（　）個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所発行の納税証明書（事業税が非課税につき提出できないものを除く。）及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること。
（　）個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること。
	はい
	いいえ


	申請者要件
	「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態に類するものではない。
	はい
	いいえ

	
	過去５年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない（法人その他の団体にあっては代表者も含む）。
	はい
	いいえ

	
	民事再生法又は会社更生法による申し立て等、本補助事業の継続性について不確実な状況が存在していない。
	はい
	いいえ

	
	財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受け不正等の事故を起こしていない。
	はい
	いいえ

	
	同一テーマ・内容で、東京観光財団（以下「財団」という。）・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない。
	はい
	いいえ

	
	既に本事業の補助を受けていない（申請時点において本事業を完了している場合は補助の対象とする）。
	はい
	いいえ

	
	宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等ではない。
	はい
	いいえ

	
	都税その他租税の未申告又は滞納がない。
	はい
	いいえ

	
	東京都及び財団等の東京都関連団体に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない。
	はい
	いいえ

	申請内容条件
	補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得するもの。
	はい
	いいえ

	
	グループ会社及びその役職員等の関連当事者との取引に係る費用が補助対象経費に含まれていない。
	はい
	いいえ

	
	自社で補助事業の実施場所（宿泊施設、店舗、新商品開発施設等）を原則として東京都内に有している。
	はい
	いいえ

	
	上記確認事項の回答に間違いは無く、募集要項に記載の内容を確認のうえ、申請を行っている。
	はい
	いいえ


令和　　年　　月　　日

	所在地：
	
	

	事業者名：
	
	

	代表者名：
	
	実印


※電子申請の場合は押印不要
別紙４（様式第１－１号に添付）
提　出　物　確　認　書
公益財団法人東京観光財団　理事長　殿
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、申請に必要な書類の内、チェック欄に「○」を記載した資料を提出したことをここに記します。
	No.
	必要書類
	ﾁｪｯｸ欄

	１
	交付申請書（様式第１-１号）
	

	２
	別紙１　誓約書（様式第１-１号 別紙１）
	

	３
	別紙２　補助金交付確認書（様式第１-１号 別紙２）
	

	４
	別紙３　申請前確認書（様式第１-１号 別紙３）
	

	５
	別紙４　提出物確認書（様式第１-１号 別紙４）（※本紙）
	

	６
	事業計画書（様式第１-２号）
	

	７
	別紙１　資金計画書（様式第１-２号 別紙１）
	

	８
	別紙２　収支計画書（様式第１-２号 別紙２）
	

	９
	別紙３　賃金引上げ計画書および誓約書（様式第１-２号 別紙３）※賃金台帳含む
	

	10
	別紙４　専門家支援証明書（様式第１-２号 別紙４）
	

	11
	補足説明資料（必要な場合は提出してください）

· 説明資料はＡ４用紙を使用し、１０枚以内（片面）とします。
	

	12
	決算関係書類
· 都内税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの

(１)法人の場合

税務署へ提出した直近２期分の確定申告書全ての写し

（別表一～十六、決算報告書、法人事業概況説明書、勘定科目内訳書、受信通知（電子申請の場合）等全て）。

(２)個人事業者の場合

税務署へ提出した直近２期分の事業の収支内訳書又は青色申告決算書（貸借対照表を含む）、受信通知（電子申請の場合）
※２期ともに赤字決算の場合は、経営に関する事業計画書（様式任意・原則１年分）を提出すること。
	

	13
	登記簿謄本（履歴事項全部証明書）【原本】
· 発行後３ヶ月以内のもの

· 個人事業者の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し。（個人事業主の場合、開業届等で納税地が東京であることが確認できる必要があります。）
	

	14
	印鑑証明書【原本】
· 発行後３ヶ月以内のもの
· jGrantsによるオンライン申請の場合は不要
	

	15
	社歴（経歴）書
· 会社概要（パンフレット）でも可
	

	16
	直近の事業税等の納税証明書【原本】
(１)法人の場合

直近の「法人事業税及び法人都民税の納税証明書（都税事務所発行）」

(２)個人事業者で事業税が課税対象の方

直近の「個人事業税の納税証明書（都税事務所発行）」及び代表者の「住民税納税証明書（区市町村発行）」

(３)個人事業者で事業税が非課税の方

代表者の直近の「所得税納税証明書（（その１）又は（その３）（税務署発行）)」及び「住民税納税証明書（区市町村発行）」

※（その３）の場合は、発行３ヶ月以内のもの
	

	17
	見積書【コピー】
· 発行日、宛名、見積者の会社名・住所・押印があるもの。
· １件１００万円（税抜）以上の購入等がある場合は、原則として２社以上の見積書の写しを提出してください。（市販品の場合は、価格表示のあるカタログ等でも可。）

· １件１００万円（税抜）未満のもの等についても、１社以上の見積書の写しを提出してください。
· 見積書の記載は「一式」等ではなく、
業務内容や発注品（製品名・製品番号等含む）、単価や数量等が明確なもの（内訳や明細）を提出してください
	

	18
	仕様書、RFP（提案依頼書）等
システムまたは商品・サービスの開発にあたり、業者に対して提示した、「何を、どのように作るか（機能・性能・設計・動作・利用方法等）」に関する依頼内容を確認できるもの
· 複数の業者から見積を取得した場合、各業者に共通して提示した内容が分かる資料を提出してください。
	

	19
	要件定義書、設計図、等（※該当する事業者のみ）
システムやアプリケーション、設備や機器の設計・製造等を申請する場合、見積書の明細だけでなく、委託業務の内容や成果物が明確に示されたもの
	

	20
	各種許可書【コピー】（※該当する事業者のみ）
本事業を実施するのに必要な許認可を証する書類

（例）旅館営業許可書、飲食店営業許可証、等

	

	21
	建物の不動産登記簿謄本または賃貸借契約書等【コピー】（※該当する場合のみ）

· 建物の改修・改装や、大規模の設備や機器を設置する場合等、建物の保有や管理運営を行っていることを確認するため、提出してください。
· 施設の所有者ではない場合、あわせて、改修等について所有者の許可を得ていることが確認できる書類（所有者の署名・記名押印があるもの）も添付してください。
	


令和　　年　　月　　日
	所在地：
	
	

	事業者名：
	
	

	代表者名：
	
	実印


※電子申請の場合は押印不要
※申請時このメモは削除


jGrantsによる電子申請の場合は押印不要です。「実印」も削除してください。





※申請時このメモは削除


賃金引上げ計画を掲げて申請する場合であっても、通常の補助率（３分の２以内）で算出した補助金額を記載してください。








